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１【新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）の訂正報告書の提出理由】
 2020年10月23日付をもって提出した新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）の記載事項のうち、「第一部 

企業情報 第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 (2）新株予約権等の状況 ③ その他の新株予約権等の状況」

及び「第四部 株式公開情報 第３ 株主の状況」の記載内容の一部を訂正するため新規上場申請のための有価証券報

告書（Ⅰの部）の訂正報告書を提出するものであります。

 

２【訂正事項】
第一部 企業情報 …………………………………………………………………………………………………………  1頁 

第４ 提出会社の状況 …………………………………………………………………………………………………  1

１ 株式等の状況 …………………………………………………………………………………………………  1

(2）新株予約権等の状況 ………………………………………………………………………………………  1

③ その他の新株予約権等の状況 …………………………………………………………………………  1

第四部 株式公開情報 ……………………………………………………………………………………………………  5

第３ 株主の状況 ………………………………………………………………………………………………………  5

 

３【訂正箇所】
 訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
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第一部【企業情報】

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（２）【新株予約権等の状況】

③【その他の新株予約権等の状況】

 第７回新株予約権 [第７回新株予約権と引換えに交付する他の新株予約権] （注）４ 

  （訂正前） 

決議年月日 2016年10月６日

新株予約権の数（個） ※ 13（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ※  －

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株） 

※

Ｂ種優先株式 13[普通株式 13,000]

（注）１、４、５

新株予約権の行使時の払込金額（円） ※ 736,000[736]（注）２、５

新株予約権の行使期間 ※ 2016年10月13日～2021年10月10日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円） ※

発行価格  736,000[736]

資本組入額 368,000[368] （注）５

新株予約権の行使の条件 ※ －

新株予約権の譲渡に関する事項 ※ －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ （注）３

※ 最近事業年度の末日（2020年２月29日）における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末

現在（2020年９月30日）にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を［ ］内に記載し

ており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

 （注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在はＢ種優先株式１株、提出日の前月末

現在は普通株式1,000株であります。

ただし、当社が新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法の定めに従って行使価

額（以下に定義する。）の調整を行う場合は次の算式によりその目的株式数を調整するものとする。なお、

調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後目的株式数＝ 
調整前目的株式数×調整前行使価額 

調整後行使価額 

２．新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整

により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額× 
１ 

分割・併合の比率 

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の

算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

 
既発行株式数＋ 

新株発行（処分）株式数×１株当たり払込金額 

調整後行使価額＝調整前行使価額× 
新規発行（処分）前の株価 

既発行株式数＋新株発行（処分）株式数 

３．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ当社が分

割会社となる場合に限る）、または株式交換もしくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限

る）（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日

の直前において残存する募集新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を保有する新株予約権者に

対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再

編対象会社」という。）の新株予約権を交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅

し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。 

４．2020年８月17日開催の取締役会決議により、本新株予約権における取得条項を発動し、2020年8月31日付で

本新株予約権の全部を取得し、引換えに当社の普通株式を目的とする他の新株予約権を交付しております。

また、同じく2020年８月17日開催の取締役会決議により、2020年8月31日付で本新株予約権を消却しており

ます。 
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５．2020年８月17日開催の取締役会決議により、2020年９月３日付で、当社普通株式１株につき1,000株の割合

で株式分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権

の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入

額」が調整されております。 

６．本新株予約権は、当社が、2016年10月13日に株式会社日本政策金融公庫（以下、「公庫」）の制度融資であ

る、新事業育成資金（新株予約権付融資）を利用するにあたり、融資実行と同時に公庫に対して、以下の条

件に基づき発行したものであります。 

(１)原則として、当社が株式公開を行った後に、公庫は、本新株予約権を当社代表取締役である丸林耕太郎氏

（以下、「丸林氏」）又は同氏が公庫に対してあっせんした者（当社を含む）に売却するものとする。この場

合は、上場日以後１ヵ月間を経過した日（当該日が金融商品取引所の休業日である場合はその翌営業日）を起

算日として14日以内に売却するものとする。ただし、当社において本新株予約権が上場審査に支障をきたすお

それがあることを示した場合には、公庫は、本新株予約権を株式公開前に売却することができるものとする。 

 

(２)損益状況、財務状況、その他当社の経営状況からみて、当社株式の公開が可能であるにもかかわらず、当

社が株式公開を申請しない場合には、(１)の定めにかかわらず、公庫は、本新株予約権を丸林氏又は同氏が公

庫にあっせんした者に売却することができるものとする。 

(３)当社が合併、会社分割、株式交換、株式移転又は事業の譲渡等を行うことにより、公庫に不利益が生じる

と認められる場合には、上記(１)の定めにかかわらず、公庫は丸林氏と協議のうえ、本新株予約権を丸林氏又

は同氏が公庫にあっせんした者に売却することができるものとする。 

(４)上記(１)、(２)、又は(３)の場合において、丸林氏又は同氏が公庫に対してあっせんした者が、何らかの

理由で本新株予約権を買い取ることができない場合には、公庫は、丸林氏と協議の上公庫が選定した者に本新

株予約権を売却することができるものとする。 

(５)本新株予約権の売買価格は原則として次のとおり算出する。 

  売買価格＝（株式の時価 － 行使価額）×本新株予約権の行使により発行すべき株式数 

ただし、株式の時価が行使価額を上回らない場合には、公庫は丸林氏と協議の上、売買価格を決めることがで

きる。 
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  （訂正後） 

決議年月日 2016年10月６日

新株予約権の数（個） ※ 13（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ※  －

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株） 

※

Ｂ種優先株式 13[普通株式 13,000]

（注）１、４、５

新株予約権の行使時の払込金額（円） ※ 736,000[736]（注）２、５

新株予約権の行使期間 ※ 2016年10月13日～2021年10月10日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円） ※

発行価格  736,000[736]

資本組入額 368,000[368] （注）５

新株予約権の行使の条件 ※ －

新株予約権の譲渡に関する事項 ※ －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ （注）３

※ 最近事業年度の末日（2020年２月29日）における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末

現在（2020年９月30日）にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を［ ］内に記載し

ており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

 （注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在はＢ種優先株式１株、提出日の前月末

現在は普通株式1,000株であります。

ただし、当社が新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法の定めに従って行使価

額（以下に定義する。）の調整を行う場合は次の算式によりその目的株式数を調整するものとする。なお、

調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後目的株式数＝ 
調整前目的株式数×調整前行使価額 

調整後行使価額 

２．新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整

により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額× 
１ 

分割・併合の比率 

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の

算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

 
既発行株式数＋ 

新株発行（処分）株式数×１株当たり払込金額 

調整後行使価額＝調整前行使価額× 
新規発行（処分）前の株価 

既発行株式数＋新株発行（処分）株式数 

３．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ当社が分

割会社となる場合に限る）、または株式交換もしくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限

る）（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日

の直前において残存する募集新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を保有する新株予約権者に

対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再

編対象会社」という。）の新株予約権を交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅

し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。 

４．2020年８月17日開催の取締役会決議により、本新株予約権における取得条項を発動し、2020年8月31日付で

本新株予約権の全部を取得し、引換えに当社の普通株式を目的とする他の新株予約権を交付しております。

また、同じく2020年８月17日開催の取締役会決議により、2020年8月31日付で本新株予約権を消却しており

ます。 

５．2020年８月17日開催の取締役会決議により、2020年９月３日付で、当社普通株式１株につき1,000株の割合

で株式分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権

の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入

額」が調整されております。 
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６．本新株予約権は、当社が、2016年10月13日に株式会社日本政策金融公庫（以下、「公庫」）の制度融資であ

る、新事業育成資金（新株予約権付融資）を利用するにあたり、融資実行と同時に公庫に対して、以下の条

件に基づき発行したものであります。 

(１)原則として、当社が株式公開を行った後に、公庫は、本新株予約権を当社代表取締役である丸林耕太郎氏

（以下、「丸林氏」）又は同氏が公庫に対してあっせんした者（当社を含む）に売却するものとする。この場

合は、上場日以後１ヵ月間を経過した日（当該日が金融商品取引所の休業日である場合はその翌営業日）を起

算日として14日以内に売却するものとする。ただし、当社において本新株予約権が上場審査に支障をきたすお

それがあることを示した場合には、公庫は、本新株予約権を株式公開前に売却することができるものとする。 

 

(２)損益状況、財務状況、その他当社の経営状況からみて、当社株式の公開が可能であるにもかかわらず、当

社が株式公開を申請しない場合には、(１)の定めにかかわらず、公庫は、本新株予約権を丸林氏又は同氏が公

庫にあっせんした者に売却することができるものとする。 

(３)当社が合併、会社分割、株式交換、株式移転又は事業の譲渡等を行うことにより、公庫に不利益が生じる

と認められる場合には、上記(１)の定めにかかわらず、公庫は丸林氏と協議のうえ、本新株予約権を丸林氏又

は同氏が公庫にあっせんした者に売却することができるものとする。 

(４)上記(１)、(２)、又は(３)の場合において、丸林氏又は同氏が公庫に対してあっせんした者が、何らかの

理由で本新株予約権を買い取ることができない場合には、公庫は、丸林氏と協議の上公庫が選定した者に本新

株予約権を売却することができるものとする。 

(５)本新株予約権の売買価格は原則として次のとおり算出する。 

  売買価格＝（株式の時価 － 行使価額）×本新株予約権の行使により発行すべき株式数 

ただし、株式の時価が行使価額を上回らない場合には、公庫は丸林氏と協議の上、売買価格を決めることがで

きる。 

７．当社は、公庫との間で、公庫が所有する当社新株予約権13個（新株予約権の目的となる株式の数13,000株）

の譲渡に関して、2020年11月６日付で売買予約契約を締結しております。なお、同新株予約権の譲渡価額

は、上場日以降１ヵ月間を経過した日（当該日が東京証券取引所の休業日である場合はその翌営業日）を基

準日とし、当該基準日を含めて前１ヵ月間の東京証券取引所における終値の単純平均の価格（１円未満の端

数は切り捨て）を用いて決定することとなっており、譲渡予定日は2021年１月頃となります。 
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第四部【株式公開情報】

第３【株主の状況】
  （訂正前）

氏名又は名称 住所 所有株式数（株）

株式(自己株式を除
く。)の総数に対す
る所有株式数の割合 
（％） 

（省略）

株式会社ビレッジセブン 東京都港区港南三丁目６番21号 17,000 0.25

株式会社日本政策金融公庫
東京都千代田区大手町一丁目９番４

号

13,000 

(13,000) 

0.19

(0.19)

柴田 恵（注）８ 東京都渋谷区
13,000 

(13,000) 

0.19

(0.19)

（省略）

 （注）１．特別利害関係者等（大株主上位10名） 

２．特別利害関係者等（当社代表取締役社長） 

３．特別利害関係者等（当社代表取締役社長が議決権の過半数を所有する会社） 

４．特別利害関係者等（当社取締役） 

５．特別利害関係者等（当社監査役） 

６．特別利害関係者等（当社代表取締役の二親等内の血族） 

７．特別利害関係者等（当社取締役の二親等内の血族） 

８．当社従業員 

９．（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。 

１０．株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しておりま

す。 
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  （訂正後）

氏名又は名称 住所 所有株式数（株）

株式(自己株式を除
く。)の総数に対す
る所有株式数の割合 
（％） 

（省略）

株式会社ビレッジセブン 東京都港区港南三丁目６番21号 17,000 0.25

株式会社日本政策金融公庫（注）９
東京都千代田区大手町一丁目９番４

号

13,000 

(13,000) 

0.19

(0.19)

柴田 恵（注）８ 東京都渋谷区
13,000 

(13,000) 

0.19

(0.19)

（省略）

 （注）１．特別利害関係者等（大株主上位10名） 

２．特別利害関係者等（当社代表取締役社長） 

３．特別利害関係者等（当社代表取締役社長が議決権の過半数を所有する会社） 

４．特別利害関係者等（当社取締役） 

５．特別利害関係者等（当社監査役） 

６．特別利害関係者等（当社代表取締役の二親等内の血族） 

７．特別利害関係者等（当社取締役の二親等内の血族） 

８．当社従業員 

９．当社は、株式会社日本政策金融公庫（以下、「公庫」という。）との間で、公庫が所有する当社新株予約権

13個（新株予約権の目的となる株式の数13,000株）の譲渡に関して、2020年11月６日付で売買予約契約を締

結しております。なお、同新株予約権の譲渡価額は、上場日以降１ヵ月間を経過した日（当該日が東京証券

取引所の休業日である場合はその翌営業日）を基準日とし、当該基準日を含めて前１ヵ月間の東京証券取引

所における終値の単純平均の価格（１円未満の端数は切り捨て）を用いて決定することとなっており、譲渡

予定日は2021年１月頃となります。 

１０．（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。 

１１．株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しておりま

す。 
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